
  

 

（別紙１） 

○
農
林
水
産
省
令
第
十
四
号 

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
八
日 

農
林
水
産
大
臣 

坂
本 

哲
志 

 

飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 



改 正 後 改 正 前 

別表第１（第１条関係） 

１ 飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法及び表示の

基準 

（１） （略） 

（２） 飼料一般の製造の方法の基準 

ア～ナ （略） 

ニ ムラミダーゼは、豚及び鶏を対象とする飼料（飼料を製造す

るための原料又は材料を含む。）以外の飼料に用いてはならな

い。 

ヌ・ネ （略） 

（３）～（５） （略） 

２～６ （略） 

別表第１（第１条関係） 

１ 飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法及び表示の

基準 

（１） （略） 

（２） 飼料一般の製造の方法の基準 

ア～ナ （略） 

ニ ムラミダーゼは、ブロイラーを対象とする飼料（飼料を製造

するための原料又は材料を含む。）以外の飼料に用いてはなら

ない。 

ヌ・ネ （略） 

（３）～（５） （略） 

２～６ （略） 

  



  

 

附 

則 
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


